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単元未満株式買増キャンペーンの実施 
 
 当社では本日より１単元の株式の数を 1,000 株から 100 株に変更いたします。これにあわせて下記のとおり単元未満株式の買増キャンペーンを行うことと
しました。 
 1単元（100株）に満たない株式については、証券市場でお取引いただくことはできませんが、当社に対して、あわせて 1単元となるよう買増請求、または買
取請求（売却）をしていただくことができます 
 １００株未満の単元未満株式ご所有の株主の皆さまにおかれましては、ご検討のうえ是非この機会に買増制度をご利用いただきますようご案内申し上げま

す。 
記 

 
 １．キャンペーン期間   平成１８年２月１日（水）より 

平成１８年３月１４日（火）受付日分まで 
 ２．キャンペーン内容   キャンペーン期間中は買増手数料を無料 

 とさせていただきます。 
  
 なお、当キャンペーン期間中は単元未満株式の買取手数料につきましても 
無料とさせていただきます。 

 
  お手続きの詳細につきましては、当社名義書換代理人 株式会社だいこう証券ビジネス 
 （℡０１２０－２５５－１００）までお問い合わせ下さい。 
（証券保管振替制度をご利用の株主さまは、お取引の証券会社までお問い合わせください。） 

 
 株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 
 

 
ご参考 ： 当社株式の投資魅力向上策に関する総合的取組みについて 

 
以 上 

例：株主さまが２０株ご所有の場合 

 
株主さま 

【買増請求】 

80 株を買い増し

て 100 株にでき

ます 

【買取請求】 

ご所有の 20 株

を売却できます 
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